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石油系燃料及び材料の価格高騰及び供給逼迫への対応強化を求める意見書 

 

 昨今の緊迫化する中東情勢を背景とした石油系燃料価格の高騰や石油系材料の不足は、

地域経済に深刻な影響を及ぼしている。とりわけ本市においては、中小製造業をはじめ地

域の基幹産業において、燃料費の高騰や石油系材料の供給不足が経営を圧迫し、事業継続

そのものに強い危機感が拡がっている。 

 特に、漁業や製茶業、施設園芸農業、運送業、医療機関（中核病院）など燃料依存度の

高い産業においては、石油系燃料の安定確保が直接的に操業や運営継続の可否に関わる問

題となっており、このままでは地域産業の持続的な発展や雇用の維持に重大な影響を及ぼ

しかねない状況にある。 

 加えて、石油系燃料や石油系材料の高騰・供給の不安定化の影響により、燃料や材料の

調達そのものが困難となり、事業者によっては在庫が枯渇し、今後の事業に支障を来すこ

とが懸念されるなど、極めて深刻な状況も顕在化している。 

 よって、国においては、地域産業の実情を十分に踏まえ、下記の事項について特段の措

置を講じられるよう強く要望する。 

 

記 

 



１ 燃料や石油材料の安定供給の確保に向け、多角的な調達確保と流通体制の強化を図り、

供給不安の解消に資する対策を早急に講じること。 

２ 石油系燃料価格高騰に対し、特に重油等の産業用途燃料について、現場に確実に効果

が及ぶ実効性の高い価格抑制措置の強化を図ること。 

３ 漁業及び製茶業、施設園芸農業、医療機関（中核病院等）をはじめとする燃料依存度

の高い地域産業に対し、実情に即したきめ細かな支援策を講じること。 

４ 燃料費高騰や石油系材料の不足の影響を受ける中小企業・小規模事業者・医療福祉機

関に対し、直接的かつ迅速に効果が行き渡る支援制度の充実を図ること。 

５ 石油系燃料・石油系材料の価格や供給の変動に左右されにくい持続可能な経営環境の

整備に向け、代替燃料・代替材料の支援導入、省エネルギー化支援等の推進を図り、中

長期的な産業構造の転換や支援体制を構築すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 


